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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
八
年
四
月
二
六
日
(
金
)
午
後
一
時
三
一

O
分
よ
り

「
機
能
的
知
的
財
産
法
の
理
念
と
競
争
法
の
発
想
」

田
村
善
之
氏
(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

二
八
名

報
告
者

出
席
者

従
来
は
、
不
正
競
争
防
止
法
と
知
的
財
産
権
法
の
関
係
に
関
し
て
は
、

不
正
競
争
防
止
法
は
直
接
、
知
的
財
産
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
で
は

な
く
、
た
だ
競
争
の
公
正
の
見
地
か
ら
た
ま
た
ま
知
的
財
産
の
冒
用
行
為

を
規
制
す
る
こ
と
が
あ
る
に
止
ま
る
、
と
い
っ
た
程
度
の
理
解
が
蔓
延
し

て
い
た
。
し
か
し
、
昨
今
の
改
正
に
よ
り
、
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
る
営

業
秘
密
の
不
正
利
用
行
為
の
規
制
、
さ
ら
に
は
、
商
品
形
態
の
デ
ッ
ド
・

コピ
l
の
規
制
な
ど
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
現
在
、
不
正
競
争
防
止
法

も
直
接
、
知
的
財
産
の
保
護
を
目
的
と
し
う
る
の
だ
と
い
う
理
解
は
今
後
、

確
固
た
る
事
実
と
し
て
定
着
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
考
え

れ
ば
、
特
許
権
や
著
作
権
な
ど
の
知
的
財
産
権
も
一
定
の
行
為
を
禁
止
し

て
い
る
点
で
は
、
不
正
競
争
防
止
法
、
さ
ら
に
は
不
法
行
為
法
等
の
行
政

規
制
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
排

他
権
の
譲
渡
を
可
能
と
す
る
た
め
に
登
録
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
今
後
は
、
知
的
財
産
「
権
」
法
と
い
っ
た
枠
組
み
で
各
種
知
的

財
産
権
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
手
法
で
は
な
く
、
不
正
競
争
防
止
法
、

さ
ら
に
は
不
法
行
為
法
を
も
視
野
に
入
れ
、
よ
り
広
く
こ
れ
ら
の
法
を
も

包
括
し
た
知
的
財
産
法
と
い
う
枠
組
み
で
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、

こ
れ
ら
各
法
で
は
何
が
共
通
し
て
お
り
、
何
が
違
う
の
か
と
い
っ
た
視
点

か
ら
、
新
た
な
知
的
財
産
法
の
体
系
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な

ろ
う
。
以
下
、
詳
細
は
、
田
村
善
之
「
機
能
的
知
的
財
産
法
の
理
念
」
機

能
的
知
的
財
産
法
の
理
論
(
近
刊
・
信
山
社
)
に
譲
る
。
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同
様
に
、
不
正
競
争
防
止
法
と
独
占
禁
止
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
種
々

の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
現
実
の
規
制
の
対
象
に
異
な
る
と
こ
ろ
が

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
独
占
禁
止
法
と
不
正
競
争
防
止
法
と
の
聞
に
、
そ

の
目
的
に
お
い
て
何
か
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

同
じ
く
行
為
規
制
で
あ
り
な
が
ら
、
規
制
の
対
象
が
相
違
す
る
の
は
、
不

正
競
争
防
止
法
は
私
訴
に
よ
る
民
事
規
制
を
主
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

独
占
禁
止
法
は
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
行
政
規
制
を
主
と
し
て
い
る
こ

と
に
起
因
し
て
お
り
、
あ
る
行
為
を
規
律
す
る
の
に
も
っ
ぱ
ら
民
事
規
制

に
よ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
ぱ
ら
行
政
規
制
に
委
ね
る
の
か
、
そ
れ

と
も
両
者
の
併
存
と
い
う
策
に
委
ね
る
べ
き
か
と
い
う
政
策
的
判
断
か
ら
、

規
制
さ
れ
る
べ
き
行
為
類
型
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
捉

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
立
法
論
を
語
る
場
合
に
は
、
不

正
競
争
防
止
法
を
現
行
法
の
狭
い
領
域
に
押
し
止
め
て
お
く
理
論
的
な
理

由
は
何
処
に
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
詳
細
は
、
田
村
善

之
「
競
争
法
に
お
け
る
民
事
規
制
と
行
政
規
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
八
八

号
(
一
九
九
六
年
)
に
譲
る
。

ま
た
、
不
正
競
争
法
や
各
種
知
的
財
産
法
に
関
す
る
私
見
に
関
し
て
は
、

田
村
善
之
・
不
正
競
争
法
概
説
(
一
九
九
四
年
・
有
斐
閣
)
、
同
「
著
作

権
法
講
義
ノ

l
ト
①
j
」
発
明
一
九
九
五
年
四
月
号
l
、
増
井
和
夫
H
田

村
善
之
・
特
許
判
例
ガ
イ
ド
(
一
九
九
六
年
・
有
斐
閤
)
、
田
村
善
之
「
判

雑

例
で
考
え
る
商
標
法
①
l
⑫
」
発
明
一
九
九
四
年
四
月
号
l
一
九
九
五
年

=
一
月
号
の
他
、
回
村
善
之
・
知
的
財
産
権
と
損
害
賠
償
(
一
九
九
三
年
・

弘
文
堂
)
、
同
・
前
掲
機
能
的
知
的
財
産
法
の
理
論
な
ど
に
譲
る
。
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O
平
成
八
年
五
月
三
一
日
(
金
)
午
後
二
時
三

O
分
よ
り

「
憲
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
私
法
の
役
割
」

報
告
者
山
本
敬
三
氏
(
京
都
大
学
法
学
部
助
教
授
)

出
席
者

五
三
名

本
報
告
内
容
は
、
別
稿
に
て
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。


